
第2期アルコール健康障害対策推進計画取組一覧

(2)不適切な飲酒

の誘因の防止

（１）社会復帰へ

の支援

機関名 ○20歳未満の

者、若い世代、妊

産婦、女性や高齢

者等への飲酒のリ

スクに関する教育

や啓発の推進

○依存症に対する

誤解や偏見の解消

に向けた正しい知

識・理解の啓発の

推進

○20歳未満の者

への販売禁止、酒

類提供禁止の周知

徹底

○健康診断や保健

指導等を機会とし

た早期介入・早期

治療

○早期介入できる

人材の育成と支援

機関の連携

○職域における対

応の促進

○専門医療機関及

び治療拠点機関の

整備

○アルコール健康

障害に係る医療の

質の向上

○医療連携の推進 ○飲酒運転等をし

た者に対する指導

等

○暴力・虐待・自

殺未遂等をした者

に対する指導等

○相談支援体制の

構築

○相談支援従事者

の育成

○アルコール依存

症からの回復支援

○自助グループ等

との連携推進

○自助グループ等

への支援

一般社団法人　北海道医師会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北海道精神科病院協会 〇 〇 〇

北海道精神神経科診療所協会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

一般社団法人　北海道薬剤師会 〇 〇 〇

北海道看護協会 〇

公益社団法人　北海道栄養士会 ○ 〇

一般社団法人　北海道臨床心理士会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北海道精神保健福祉士協会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北海道精神保健協会 〇

北海道医療ソーシャルワーカー協会 〇 〇 〇

日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会北海道支部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北海道保険者協議会

北海道立精神保健福祉センター 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

札幌こころのセンター（札幌市精神保健福祉センター） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北海道中央児童相談所 〇

医療法人　旭山病院（依存症治療拠点機関） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北海道作業療法士会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北海道産業保健総合支援センター 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

札幌保護観察所 〇

北海道大学大学院医学研究院神経病態学分野精神医学教室 〇 〇 〇 〇

札幌医科大学医学部神経精神医学講座 〇 〇 〇 〇 〇 〇

旭川医科大学医学部精神医学講座

北海道アルネット（北海道アルコール保健医療と地域ネットワーク研究会） 〇 〇 〇 〇 〇

北海道アルコール看護研究会 〇

北海道警察本部交通部交通企画課 〇

全国消防長会北海道支部

北海道教育委員会 〇 〇 〇

北海道断酒連合会 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定非営利活動法人札幌マック 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

特定非営利活動法人札幌マック　女性共同作業所 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

社会福祉法人　青十字サマリヤ会 〇 〇

北海道小売酒販組合連合会 〇

北海道料理飲食業生活衛生同業組合

北海道アルコール健康障害対策庁内連絡会議委員

健康安全局地域保健課 〇 〇 〇 〇

福祉局高齢者保健福祉課長 〇 〇 〇 〇 〇

子ども政策局子ども政策企画課子ども成育支援担当課 〇 〇 〇

子ども政策局子ども家庭支援課虐待防止対策担当課 〇 〇 〇

くらし安全局道民生活課 〇

くらし安全局道民生活課交通安全担当課長 〇 〇

総務政策局教育政策課

北海道警察本部生活安全部少年課 ○ ○

　　　　　　　　　　　生活安全部保安課 ○

　　交通部交通企画課 〇

北海道立精神保健福祉センター 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

福祉局障がい者保健福祉課 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三次予防一次予防 二次予防

（１）教育・広報等による普及啓発 （１）健康診断及び保健指導 （２）医療の充実等 （３）飲酒運転等をした者に対する

指導等

（４）相談支援体制 （２）民間団体の活動に対する支援

資料５


